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誓　約　書

「海田町水道施設運転管理等業務委託に係る公募型プロポーザル」に係る業務提案の参加を申し込むにあたり、次に記載した事項は事実と相違ありません。

１　地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に該当しない者であること。
２　会社更生法（平成14年法律第154号）の規定に基づく更生手続開始の申立てをしている者（更正手続開始の決定を受けている者を除く。）、又は民事再生法（平成11年法律第225号）の規定に基づく再生手続開始の申立てをしている者（再生手続開始の決定を受けている者を除く。）でないこと。
３　次の(1)から(5)のいずれの場合にも該当しないこと。
(1)　役員等（受託者が個人である場合にはその者を、受託者が法人である場合にはその法人の役員又はその支店若しくは営業所（常時業務の委託契約を締結する事務所をいう。）を代表する者をいう。以下同じ。）が、集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある組織（以下「暴力団」という。）の関係者（以下「暴力団関係者」という。）であると認められるとき。
(2)　役員等が、暴力団、暴力団関係者、暴力団関係者が経営若しくは運営に実質的に関与していると認められる法人若しくは組合等又は暴力団若しくは暴力団関係者と非難されるべき関係を有していると認められる法人若しくは組合等を利用するなどしていると認められるとき
(3)　役員等が、暴力団、暴力団関係者又は暴力団関係者が経営若しくは運営に実質的に関与していると認められる法人若しくは組合等に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
(4)　役員等が、暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(5)　受託者の経営に暴力団関係者の実質的な関与があると認められるとき。




